
●
 C

onsulting B
asic Lecture ●

コンサルティング基礎講座

１．はじめに

「団地」という言葉を聞いた時に、皆さんの頭には
どのようなものが思い浮かぶでしょうか。実は、私た
ちは、いろいろな場面で「団地」という言葉を使って
いるため、年齢や職業によっても思い描くイメージは
異なるかもしれません。

たとえば、「郊外にある４〜５階建ての集合住宅が
数棟から数十棟立ち並んでいる光景」をイメージする
人がいるかもしれないし、郊外で造成された一戸建て
住宅地を想像する人もいるでしょう。また、「工業団地」
といわれる工場群なども「団地」の一類型と考えるこ
ともできます。

ちなみに辞書で「団地」という言葉を調べると、次
のように定義しています。

・「住宅や工場などが計画的に集団をなして建って
いる土地」（広辞苑）

・「住宅（工場）を計画的に一か所に集めて建設し
た地区」（岩波国語辞典）

次に、法律用語で「団地」について規定しているも
のを探したところ、表１のようなものを確認すること
ができました。

表１のなかで、区分所有法は、区分所有建物の管理
のほか、建物が一部滅失した時の復旧や建替え等、区

分所有者の権利義務について規定した法律（私法）で
すが、第２章で「団地」に関する規定が置かれていま
す。もっとも、「区分所有法」という区分所有建物に
関する法律でありながら、第２章の団地の規定は、区
分所有建物で構成される団地のみを対象としていない
ことに注意が必要です。この点については２．１）で
詳しく説明させていただきます。

また、建築基準法や都市計画法は建築や都市計画等
について規定した「公法」に分類されます。そのため、
これらの法律で規定されている団地には賃貸住宅で構
成されるものも含まれます。

さて、本稿で対象とする「団地」は、「区分所有法
で規定される住宅団地」とさせていただきます。とこ
ろで、住宅団地の中には「建築基準法第86条の一団地」
に関わるものもありますし、「都市計画法第11条にお
ける一団地の住宅施設」の規定が適用されているもの
もあります。日常管理においては公法のこれらの規定
は特段問題となることはありませんが、団地の建替え
等を検討する場面では、公法の規定が課題となる場面
に遭遇することもあります。

また、「住宅団地」というと、旧日本住宅公団（現
UR都市機構）や各地の住宅供給公社が供給した団地
をイメージする人も少なくないのではないでしょうか。
旧日本住宅公団の供給した住宅（以下「公団団地」と
いいます。）や、住宅供給公社が供給した住宅（以下「公
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表１　法律に規定された「団地」
法  律 内        容

区分所有法 第２章（65条〜70条）
建築基準法 第86条の「一団地の総合設計制度」

都市計画法 第11条で「一団地の住宅施設」についての規
定がある

工場立地法 第４条第１項第三号イ、工業団地に工場又は事
業場を設置する場合

図１　所有関係から見た住宅団地

住宅団地

分譲住宅で構成される住宅団地

賃貸住宅で構成される住宅団地
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